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じ
闘
す
る
引
成
一

四
年
組
法
改
7
I
～
か
な
さ
れ
て
主
と

こ
じ
り
ア
ハ
午
の
会
社
法
止
法
は
そ
れ
ま
ご
の
法
改
汗
阿
存
を
引
き
継
ぐ
も
の
で

ふめつ
γ
Q
V？ザ、

へ
し
業
給
人
口
法
制
に
悶

L
L
川
川
、
代
交
訴
訟
w
m
h
h

に
原

C
株
土
子
株
式
父
換
・
株
式
桟
転
に
。
り
官
公
設
ム
ー
が
の
株
式
を
取

得
し
た
場
企
に
胤
半
口
出
は
を
靴
将
ず
る
知
正
ド
ア
設
け
」
門
れ
た
が
、
ド
板
門
↑
ア

1
マ
で
あ
る
子
会
社
山
県
的
止
の
責
任
論
じ
関
連

3
u争
点

を
捻
叫
す
る
内
容
の
改

d
で
し
め
ん
匂
ハ

戸
一
的
人
山
社
法
制
什
｛
た
い
th
い「

J
3
、
企
装
結
合
の
羽
山
町
一
い
つ
い
亡
は
殆
ど
杭
た
な
説
d

止
を
設
け
る
こ

と
は
さ
き
ず
、
業
参
の
法
務
委
員
会
に
お
い
て
ふ
止
条
結
合
法
制
の
検
討
を
止
め
る
悦
侃
決
議
が
な
さ
れ
ど
ー

こ
九
ら
の
商
法
改
正
・
会

H
法
制
定
を
げ
い
て
‘
会
担
分
配
引
等
内
治
同
に
よ
れ
企
業
グ
立

1
7
の
形
成
H
V
促
w忠
良
九
、
企
業
結
合
内
法
4

判
官
一
越
も
巧
J
9
る
謀
議
附
則
投

の
必
要
性
は
出
ん
い
丙
ま
っ
た
c
幾
多
の
議
誌
の
積
み
重
叫
？
な
経
過
し
て

』

芋

月
の
法
制
帯
議
会
会
川
引
法
制
部
会
に
よ
る

ハ

岳
山
弁
相
八
7
T
4
T
要
な
諜
恥
ご
し
て
多
重
代
ム
一

J

尚
一
計
の
導
入
を
ほ
り
マ
ム
ん
だ
一
会
祉
法
制
の
見
凶
し
に
関
す
る
中
間
試
定
」
（
以

F
一
中

に町清日ド
v

灯
、
更
に
大
eJC

間
試
ベ
叫
ん
」
と
い
、
）

J

ん
七
月
に
中
ヅ
綱
章
一
怠
パ
ぜ
ん
が
提
不
芝
、
れ
、

同
年
八
月
に

し
た
！
二
一
L

八
五
打
法
制
の
見
内
し
に
関
す
る
要
綱
索
」
一
以
下

が
ル
監
理
き
れ
て

本
U

摘
が
八
戸
去
さ
れ
る
頃
に
は
凶
会
梶
山

一
安
綱
ヘ
ヘ
」
と
い
う

の
段
階
に
並
ん
で
ド
る
で
あ
λ

ィ
諸
試
案
に
提
ニ
（
二
号
れ
た
与
え
方
や
安
綱
本
ト
公
る
ま
ご
の
誌
一
市
は
、

iu－
一
の
与
え
方
の
集
積

4

～
〉
ー
ぅ
ー

マ、

4
1
7
1

の
課
題
検
討
の
十
特
と
な
る
も
の
と
見
わ
れ
る
三
治
改
正
議
論
的

R
m
ム
し
あ
っ
て
、
耳
い
怯
客
室
代
表
訴
訟
の
開
論
の

岳、
J
I
J
が
る
ぺ

↓

t
i
士、一片

我
が
国
～
L
半、グ

λ
ャ

J

プ
の
石
殺
に
お
け
る

の
地
依
に
応
と
た
責
任
に
関
す
る
実
目
的
な
解
釈
請
を
検

討
・
整
理
し
ぐ
小
論
を
ま
と
？
心

と
は
一
定
の
ロ
設
を
r
h
u
f
ず
る
も
の

j
考
え
匂

本
稿
に
お
け
る
「
役
】
司
一
ほ
ん
↑
引
法
上
の
責
任
茄
及
の
対
象

E
dる
収
、
加
役
と
執
行
役
の
内
清
じ
よ
河
寸
〉

一2
～
へ
隅
龍
一
昨

uu
軒、代
A
Z
古
川
引
法
山
沼
津
τ
同
一
ー
に
立
一
九
六
一
H
F
F与
党
間
一
九
立
一
）
は
、
干
主
犯
梓
相
或
ー
一
息
づ
く
副
雰
代
位
」

に
よ
る
抹
i
控
の
綜
州
市
設
会
ド
取
得
役
的
怪
限
批
ト
ヘ
！
こ
侃
丘
町
化
い
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
諒
一
一
2
1
Z
止
に
長
じ
る
さ
張
で
あ
る

円改＝
L

版
と
し
て
、
？
出
版
外
式
会
ド

U
主
連
論
P

L

】m問
ん
斗
ド
パ
張
。
一
軒
i

（
白
性
問
a

一
九
九
五
）
伝
判
的
一
な
誌
題
で
あ
h

ー
な
が
ら
、
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〆
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二
、
山
川
立
す
る
事
業
誌
の
よ
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7
戸
綿
織
単
位
だ
け
ご
は
な
く
、
民
生

H7
販
売
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メ
ン
プ
ナ
／
ス
ザ
サ
の
グ
ル
フ
の
半
卒
、
運
F
E
の
一
機

誌
を
ん
i

、
つ
非
自
津
的
事
業
以
時
休
も
苓
数
A
J
Z
ま
れ
て
い
る
こ
こ
で
あ
る
｝
第
二
は
、
そ
の
常
黒
、

グ
ル
プ
キ
情
戒
す
る
エ
会
社
的
数
が

諸
外
刊
と
比
較
し
て
も
非
市
に
事
＼
こ
の
こ
j
は
安
祉
研
究
千
統
J
H
資
料
A
M
A
h

ム
佐
訟
で
き
る

第
は
、
事
業
淫
r

呂
の
責
江
単
位

を
小
き
く
す
る
こ
と
い
よ
い
ソ
意
思
決
疋
を
込
速
化
L
経
常
貢
h
の
叶
古
を
利
確
化
し
、

U
設
の
成
長
に
伴
、
｝
組
織
杷
丈
化
い
よ
る
が
宵

を
分
権
化
に
ト
ム
ト
j
回
を
し
て
き
た
丸
山
と
あ
る

t
f
j
i
）
＼

J
f
じ
Lro

プつ
τ
刀
L
u
l
d
r

ノ土トイ
lc

け
准
化
指
進
と
同
時
に

B

企
業
グ
ル

f

す
～
じ

と
い
う

作
h

川J

P

い
皐
様
化
さ
せ
る
と
い
う
、
分
権
し
と
集
？
憾
の
均
街
上
じ
成
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マ
も
の
と
あ
っ
九
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」
市
川

THは

純
粋
持
牧
会
引
が
従
前
よ
れ
一
一

由
一
ー
は
v
と
さ
れ
～
米
匡
に
お
い
て

I
会
社
力
戦
略
的
～
私
用
さ
恥
る
こ
1

ふ
丸
山
刀
乙
h

p
々
と
と
比
較
し
て
湾
立
つ
特
俄

cあ
る
一

の
主
要
な
事
業
会
社
で
は
了
会
判
詐
ご
は
な
〈
事
装
部
制
が
採
制
さ
れ
て
い
る
山
崎
ム
ー
が
多
L
ニ
事
〈
の
L
h
J
J
4
引
や
経
済
学
お
も
事
楽
部

と
了
会
竹
山
に
は
尖
質
的
な
ま
呉
は
な
い
と
い
今
立
場
を
し
一
～
，
て
い
る
よ
う
で
あ
る

L

我
が
い
刊
の
企
茶
グ
ル
ー
プ
ー
ー
お
げ
る
課
題

ーへ担i刊日

手
青ん
且

王同

寸
」，，
乙
安以
が上
あの
ろ将
う1ci投
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千1
i 
勺，

'" カふ
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中
い
と
し
に
の
企
長
で
は
な
く
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企
業
グ
ル
ー
プ
総
w
r
を
考
察
の
汁
象
と
し
て
陪

f
j
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f

k

F

笥、
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1
1
1
K
L
川

i

り
旬

役
員
の
よ
ペ
中
市
r

f

一
特
伐

立
坑
一
凶
行
拘
法
改
正
に

e

り
、
監
督
機
関
と
し
丸
山
以
前
役
会
と
執
行
機
関
f
f
二
と
り
執
行
役
世
ぴ
円
以
に
効
旦
才
的
な
監
管
機
誌
を

目
指
し
こ
社
い
れ
収
荷
役
十
一
中
山
、
止
し
式
委
員
公
の
設
討
が
定
め
ら
れ
た
η

現
ノ
仁
ム
よ
け
れ
決
は
亡
の
制
度
を
踏
夜

L
に
い
る
が
、
更
に
、
安

純
一
長
第
1
剖
弟
ー
の

1
に
お
い
て

1

草
堂
・
早
稲
宵
委
封
会
設
η

臣
会
社
初
皮
一
い
か
認
長
き
れ
ど
お
り
、
設
が
日
門
の
会
川
引
法
ト
の
役
割
は
諸

KFRと
比
較
し
て
も
著
し
く
多
様
一
ど
複
較
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
‘

多
く
の
大
企
業
で
は
、

夫
九
七
年
じ
ソ
一
ー
が
導
入
し
て
以
来
、
グ
ル

f
を
長
ず
る

ー
執
行
役
対
一
と
い
っ
公
朴
法
ド
は
説
J

止
の
な
い
機
材
対
の
上
級
使
川
ヘ
が
設
返
さ

H
て
お
り
‘

同
じ
t

＼
ム
五
日
刊
法

、
ほ
札
疋
の
な
い
「
怯
務
ム
ご
や
一
一
件
官
会
議
」
と
い
う
名
杭
い
の
級
役
員
で
帝
凶

F
れ
る
絞
伐
も
設
置
さ
れ
て
い
る
つ
役
員
山
一
明
書
き

米
国
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り
乞
称
J
W
L

主
万
別
さ
あ
り
、

専
務
取
締
役
1

「
収
締
役
総
務
お
長
L

「
常
務
執
行
役
」

1

執
行
役
法
務
事
長
」
尊
厳
執
行
役
員
行
主

む
ト
ペ
」

tf

に
お
け
る
拡
付
が
一
は

L
て
一
け
か
り
牒
い
場
合
も
多
々
あ

は
巳
明
日
刊
（

r
i
o〆
ぐ
と

山
木
村
の
役
員
／
午

2
2
2

い
門
叶
昨
に
仕
出
y

お
け
」
り
れ
、
ハ
同
〔
）
（

L
E
2
2
c
c
t
p
c
h
F
2
7
〔
〔
）
｛
）
（
乙
こ
ヱ

と
お
り
、

4
E
町
川
や
也
浪
ム
比
較
的
明
瞭
に
前
説
さ
れ
一
に
い
る
が
、

。｛p
n
T
等
、
名
紅
も
ほ
ぼ
統
一
昔
、
れ

1
7
J！
い
こ

i

J
；
＼
れ
た
バ

d
コ
〉

E
パワ女
I
i
2
L
可
J

L

7

J

↑
『
担
ク

「没
HH

一の
伊
置
付
け
は
、

め
て
犯
対
的

cf小
川
院
な
も
の
で
あ
る
「

多重代表，；，＿訟におけるf金村紋貝の主ffに芳吉るこ主車内考弘、

決
一
が
川
門
内
企
説
経
常
乃
山

rum］
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
も
の
と
し
て
「
一
分
散
シ
フ
ア
！
ン
グ
が
あ
る
い
「
侍
和
了
「
N
h
u
仙
倍

e

の
＝
つ
の
要
素
市
従
業
員
の
間
で
分
科
さ
れ
、
断
層

F
部
に
多
く
権
限
委
一
諒
さ
れ
て
L
ミ
も
の

で
の
よ
、
つ
な

政
弔
問
の
絞
首
体
制
い
お
け
る
役
員
は

氾
ぎ
を
L
同
時
へ
円
か
多
い
っ

般
的
に
は
ほ
ぼ
疋
続
的
な
明
日
在
職
制
の

つ
で
め
り
、
従
来
日
買
と
の
や
I
F
L
王
（
は
絞
能
川
町
民
分
に

、i

チ
ム
出
朴
役
川
民
の
J

夫
能
川
的
kvzF
つ
げ
た
法
的
責
任
検
討
の
基
軸

我
L

小
川
門
の
へ
L
長
グ
ル
令
イ
ノ
ヴ
辻
、
千
ム
討
が
役
員
や
宣
夜
土
史
民
人
等
の
基
幹
的
此
業
員
は
萩
会
在
す
川
内
問
問
で
捕
食
さ
れ
る
括

J

ムロ

が
多
一
い
二

f
会
主
ブ
ロ
パ
ャ
抗
議
員
の
一
般
的
入
手
ー
管
担
は
エ
会
社
に
安
一
川
印
さ
れ
る
が
、

p

十ム
I
t
川
～
社
長
詳
の
人
引
は
山
門
部
組
織
、
：
山
内
山
市
川

に
持
札
ム
ー
が
い
つ
集
権
的
に
己
目
し
て
い
る
と
い
う
石
戸
研
究
も
あ
る

／d
会
社
技
れ
の
多
く
は
執
会
み
ぷ
ナ
ず
っ
一
派
達
さ
れ
た
ミ
ド
ル
ク
一
フ
ス

｛出

口
ー
の
従
業
員
で
あ
や
場
合
が
事
＼
役
員
候
補
の
対
果
的
人
付
育
成
方
法
の
っ
と
き
れ
る
場
合
も
あ
れ
は
、
羽
会
什
で
ブ
バ

L
か

り
外
れ
よ
場
八
円
の
代
将
ド
ス
ト
と
し
仁
川
刊
泊
さ
れ
る
場
合
も
あ
る

民
業
員
と
の
胤
で
述
統
的
階
層
を
な
一
可
決
H
V
回
役
員
の
安
門
刊
を
検
討
す
J
Y叫
ト
L

で
比
較
対
象
と

γ
べ
き
労
働
法
の
研
究
に
お
い
て
も
、

副
d
k
こ
h
u一
～
上

T
宗
主
土
タ
j
f
f
y
c
l

古

1
1
4
前
半
J
1
1
2
4
ヰ
J

！

押

え

売
九
七
年
一
計
ー
か
ら
信
一
般
的
い
議
論
九
九
る
よ
う
jh
な
で
し
き
て
い
，
竺
基
幹
的
令
従
業
員
の

人
事
付
ハ
動
が
単
体
企
装

rh〉
企
業
グ
ル
ー
プ
中
川
氾
に
拡
大
し
て
、

で
の
中
で
人
材
育
成
や
一
極
刑
説
枇
ト
が
区
九
れ
る
人
半
体
系
が
端
加
し 1王丸
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戸、

u

る
こ
と
は
句
険
法
の
観
点
か

hyu注
げ
ば
さ
れ
て
誌
で
お
り

企
業
グ
ル
プ
に
お
い
て
は
、

日
一
株
会
一
円
が
使
用
Z
M
M
A
引
に
含
ま
れ

る
！
小
ど
う
か
に
い
う
議
論
が
研
究
兵
十
以
の
誉
議
会
に
で
り
な
さ
れ
、
き
て
い

凡

y
にロ
H
L
て
い
や
と
い
う
辰
一
山
内
総
湾
省
内
調
在
よ
拍
車
も
L
め
り
、
労
俄
剤
、
約
の
議
論
に
お
い
て
も
企
業
グ
凡
ブ
の
間
迦
は
亜
聖
一

我
が
い
円
の
従
業
者
の
約
五
数
が
何
ら
か
の
八
れ
よ
、
グ

な
課
題
と
あ
る

以

f
の
よ
、
つ
に

体
と
し
て
の
企
業
グ
ル
ー
プ
の
巾
Y

1

J計
業
員
と
の
述
続
件
J

M
山
一
層
性
の
中
に
多
分
ド
日
明
川
在
日
置
’
お
け
に
高

か
れ
ピ
い
る
p

十
人
以
社
役
IH
内
法
的
立
行
の
検
討
に
お
い
て
は
、

r
j
会
社
役
員
内
企
業
グ
ヰ
1
3
J
九
内
主
政
怜
な
「
司
、
ン
シ
弓
J

十
役
出
関

淳
一
応
じ
た
責
任
誌
を
事
察
す
乙
こ
と
が
必
要
で
あ
λ
zつ
z
ま
た
会
社
法
上
の
機
応
ご
め
る
北
締
役
や
判
行
役
の
支

vrの
み
が
制
民

ー
の
追
及
的
対
主
1

五
工
会
こ
と
の
間
足
に
つ
い
午
、
も
牧
討
す
る
必
喫
が
あ
ろ
っ
中
、
準
円
多
悌
ん
か
機
関
惇
凶
が
り
能
亡
あ
る
ん
μ

祈
法

の
卜
ご
r丁
会
朴
の
取
締
川
民
会
を
廃

H
す
る
へ
止
よ
い
グ
ル
ー
プ
ー
勺
現
れ
て
い
る

取
締
役
会
が
設
置
さ
れ
な
け
れ
ば
九
五
日
引
法

九
五
条

J頁

叫
悦
｝
円
よ
り
狙
織
運
営
，
管
理
的
総
て
の
権
限
を
七

y
る
株
主
総
去
を
良
仁
て
、
沼
会
社
が
経
常
ト
の
指
将
権
を
掌
い
怪

1
る守一

と
に
な
る
ご
従
属
会
社
内
会
去
法
！
の
欣
闘
の
広
義
に
つ
い
て
蓄
え
さ
之
ら
れ
る

収
締
役
や
執
行
伎
の
責
任
進
及
川
汁
を
間
約
九

ば
、
健
全
な
企
庁
間
絞
治
の
実
況
ド
ド
初
出
甲
k
h
J
あ
ゐ
の
h
J
、
治
ど
の
大
企
業
が
ほ
閉
山
す
る
執
F

れ
役
員
の
地
位
目
、
u阿
部
は
ど
の
よ
、
つ
に
青
え
る

？
？
な
の
か
、
〆
：
会
社
ル
代
田
れ
ぬ
よ
貝
打
竹
世
止
を
制
山
氏
化
す
る
民
叫
ん
け
の
形
式
、
手
専
の
州
立
す
に
も
情
意
す
る
必
要
が
あ
γω
三
五
7

え
る
コ

H
本
山
企
業
給
べ
一
υ
一撞
U
G
f巴

2
M
H
4苛
問
・
一
コ
、
v

ハ
及
び
下
容
‘
削
掲
正
（
2
）、

＝
ー
ト
ミ
コ
ザ
ザ
人
rA
土
τ「止禾一一一、
l
i
L
nソ
l
J
I
u

－
－
一

fit－
H
v
t？
d
一
？
じ
一

Hメ

A
山
中
八
少
ぷ
ヲ
レ
一
？
V
1
p

～。

一
お
一
川
島
矢
附
靖

H
本
山
企
幸
統
治
一
五
六
一
正
ヘ
－
H
｛
東
了
紅
白
新
知
社
a

二
ハ
〉
一
一
一
｝
「
東
日
間
切
八
一
社
「

1
、
1
L
l
ト

ゲ

パ

」
「
／
ス
ベ

J

書
、
三
ご
一
戸
車
京
証
詰
取
山
小
附
一
心
一
一
、
心
↓
一
頁
悶
去
一
一
；
よ
る
と
、
連
結
子
A
Z
H
引
設
が
一
円
、
リ
社
れ
一
リ
心
担
未
満

町
会
社
が
六
九
v打
、
士
、
ハ
」
↑
以
i
の
会
社
は
一
向
析
と
な
勺
て
い
る
ふ

一9

け
月
前
仰
向
吋
け
〆
じ
一
、

V
】

p
h

一4
4
会
担
へ
の

η待
化
か
進
ん
判
！
こ
L
へ
の
ノ
叫
崎
な
「
日
抱
は
全
日
刊
ご
さ
主
力
J

h

一」、

」

下
叫
寸
前
相
注
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一
了
、
一
二
一
丘
一
ら
濯
」
合
評
の
桜
妙
な
パ
ァ
ン
ス
Jf

沿
い
止
め
て
き
た
と
い
古
ノ
川
村
味
也
、
市
上
救
一
企
平
一
ゲ
ル
ブ
JAド
ォ
ー
に
出
！
一
転
需

慣
行

3

一
混
一
頁
「
な
権
化
、
P

操
指
化
円
デ
リ
ん
ソ
ー
ト
な
枝
行
円
高
小
一
（
車
京
ト
八
学
問
司
会
一
ハ

J

つ一一一－一

一
刊
一
ト
ペ
ロ
’

m掲
出
「
「
っ
と
、
。
ヒ
百
二
一
一
五
自

一
日
一
一
同
山
M

，
前
掲
み
1
8
1

一
八
百
八

一
円
ト
パ
ヘ
？
剛
一
掲
沖

7
）
、
一
九
頁
は
、
企
業
江
川
唱
は
企
史
グ
ル
？
に
J

の
蛇
体
士
苓
祭
出
対
象
と
ず
べ
き
L
t
v乳ノ＼コ

一竹

m－
手
法
務
一
仙
川
九
川
寸
パ
一
百
円
。
図
＋
一
五
一
一
、
よ
G
と
宮
古
太
八

4
A
C
C
倍
円
以
ー
の
九
九
七
m
Y
「
ら
ヘ
コ
忘
れ
上
の
川
、
担

当
判
行
伐
同
制
昨
い
ん
尚
子
人
泊
み
で
あ
る
コ
ム
束
”
一
五
古
川
恥
孔
所
刷
出
荷
山
一
戸
斗
一
軒
9

剖
表
f

ハ
一
い
れ
よ
る
と
、
売

ι

司
一
兆
円
以
の
お
仕
の

じ
じ
。
六
%
が
執
行
投
員
制
定
導
入
渋
山
で
あ
る
一

一
日
～
設
が
巳
の
株
式
会
社
心
会
明
朗
で
あ
勺
穴
明
治
問
の
味
工
主
配
d
l
住
所
青
支
配
へ
の

O
行
の
沼
山
江
戸
、
、
部
Z
裕
層
一
U
K株
平
ピ

÷yv

非
と
計
制
限
持
山
川
k
m
v
b
場
が
、
崩
弔
布
、
よ
る
山
寸
官
経
寸
省
ど

L
て
の
古
計
一
取
術
品
、
い
ほ
J

C

代
わ
ん
わ
れ
た
て
h
u什
J
2

杭
跡
と
て
、
ー
内
J

務
」
わ

J
h刊
誌
一
は
「
記
r

主
訟
で
は
な
い
こ
と
モ
味
曹
に
明
不
す
る
た
め
の
も
伶
で
あ
ヲ
と
へ
吉
本
又
郎
「
日
本
刊
一
一
「
～

i
正

レ

l
ト
白
ゲ
ハ
ナ
シ

ス
ー
川
本
又
昨
世
百

H
A
小
型
守
木
、
一
芸
」
一
人
口
一
八
一
頁
一
主
斐
悶
一

C
C
二一
C

問叫んほで
ph

以
締
役
院
の
序
列
ゎ
均
イ
私
以
の
」
汗
味

川
J

山人示り
J
ら
ー
、
勺

一
日
川
究
者

Z
己
門
戸
同
一
日
目
吉
正
月
］
l
v
H
4

。2

－4
「
4
1
C
E
一（去三一
C
Y
E
S
Z
一－一

J
L

ニザ一一

G
r
の
仏

b
u
Eド
へ
日
、
ト
ド
等
何
印
］
）
、
同
こ
一
エ
三

門戸同
C
2
4
」
主
ご
｛
↓
＝
、
叫
〉
一
ポ
’
J

「可
E
〈

『

1

円八元同
J

ご申立コ
C
7
F
門戸、〆〉（一一⑦イイ
pv
一
4
0
一日
ψ

ほ
と
（
↓
プ
0
5刀
O
一J
d
F
寸
Z
V
U
P
X
）へと

一時
J

伊
古
川
m
y～
「
ソ
ジ
タ
ル
人
木
工
義
八
山
道
E

一
一
仏
一
一
九
百
（
一
μ
本
将
済
新
開
出
版
社
一
ひ
心
九
三
拍
一
一
刊
紙
「
公
引
非
日
体
の

ゆ
く
え
L

大
切
什
公
問
題
刊
ん
九
間
町
誌
h
A
九
九
a

ヘ
川
、
円
、
一
一
王
円
一
つ
つ
人
）
及
び

H
島
長
川
町
「
ハ
、
本
土
金
F

戸
本
利
潤
河
川
北

雑
誌
仙
六
ヘ
J

九、

h
八
ム
ハ
頁
一
ハ
〕
一
二
｝
竿
、
口
ぶ
山
花
一
一
け
の
符
也
、
院
す
る
澄
請
は
収
支
い
も
d
が
あ
。
ヘ

｛
汀
「
拙
稿
！
？
八
本
の
判
別
h

州
立
父
吋
げ

42A一
同
じ
が
み
や
一
「
柏
市
川
に
責
務
取
締
役
』
円
台
任
詰
民
主
団
法
悼
品
一
一

B
壱
一
一
号
一
九
九
貝
〔
パ
V
U
ご

一
弘
一
束
川
、
証
券
取
孔
所

t

副
い
店
内
汗
一
ぉ
～
・
一
六
ね
当
安
一
一
一
に
よ
る
と
、
場
子
会
社
の
什
h

取
締
役
円
五
件
一
%
カ
親
会
社
山
身
ず
で
あ
、

六
ナ
7
一
%
が
京
公
社
文
泣
け
ん
心
ヘ
、

H
ト
ら
報
川
則
正
一
堂
け
て
し

b
v
非
公
闘
の
モ
ム
＋
子
会
什
の
窃
ム
ー
は
忙
し
ず
に
切
る
べ
し
と
＼
ん
よ
う

r

一円～

μ
島
・
剛
拘
件
－

8
」
、
一
七
一

ch

一め

H
K
怒
筒
μ
い
体
連
ヘ
一
は
人
目
「
企
業
お
け
Z
程
一
以
幹
部
署
止
の
ム
r
徒
の
方
釘
υ与

に

よ

？
ζ

役
員
除
日
明
ν自
の
効
果
可
宵
伐
万
法
と
上
て
一
世
ハ

多重代表，；，＿訟におけるf金村紋貝の主ffに芳吉るこ主車内考弘、

阪よ法学162 U'460o) 1141 C21112.ll〕



三



> 
fミ

ト

九
世
紀
以
は
ま
で
兆
円

は
殆
い
と
法
人
し
に
F
れ
L

お
ら
ず
、
会
社
以
内
キ
受
託
之
口
戸
空
主
君
主
に
委
品
y
G
継
本
的
財
，
h

川

設
定

F
E］

f
F〆
主
主
広
三
一
2
ィ】

3
4〉
を
校
拠
ど
1

戸
て
取
締
役
向
村
山
河
が
会
式
子
ー
で
あ
る
こ
と
も
多
か
コ
と
た
め
、

乙
ク
イ
ア

f
裁
判
所
は

明
瞭
に
取
J

品
川
ー
を
そ
γ

叶
寸
者
と
認
識
で
さ
と
か
ら

F
あ
る

受
託
者
が
愛
読
者
に
汁
し
こ
負
う
殺
誌
は
拒
お
と
表
持
一

Z
E
2
P
2
E
Cめさ

と
呼
ば
九
、
信
刊
誌
義
務
内
当
事
者
を
信
ん
言
明
係
と
い
、
つ
が
、
裁
叶
ゴ
川
は
、
受
一
日
者
五
G
A
Z
止
と
受
益
お

の
司
げ
れ
を

他
の
一
執
し
い
同
日
記
山
持
採
に
拡
大
湯
用

1一

一
九
世
紀
r
前
半
ぷ

取
締
役
と
味
、
と
の
吋
時
日
析
を
信
託
し
上
る

本
国
も
お
い
て
も

多重代表，；，＿訟におけるf金村紋貝の主ffに芳吉るこ主車内考弘、

信
認
可
訴
と
判
祈
し
た
仕
ぃ
土
代
去
芥
一
誌
の
起
源
と
さ
九
ゐ
可
次
が
な
さ
れ
て
い

こ
の
よ
う
な
刻
印
紙
に
お
け
る
株
士
代
表
訴
一
訟
の
刊

拭
川
は
、
株
土
が
白
己
の
仕
杭
～
基
づ
い
て
以
紛
い
況
の
込
朽
？
な
隠
し
討
さ
せ
る
ク
ラ
λ
ゃ

7
2
y
ン
ヨ
ン
？

（己
m
g
m
3
5ロ）

の
性
格
を
ら
リ
オ
ア
似

J
ト

η

の
に
ら
み
つ
ト
ペ

と
こ
ろ
が
、
余
社
向
法
人
化
が
唯
一
み
組
紋
ヤ
取
引
限
係
が
快
郭
に
な
る
と
、
財
芹
は
受
託
告
で
は
な
く
仙
i
i
i
い
た
法
人
で
あ
る
ん
山
社

に
よ
士
一
、
寸
有
さ
れ
、
手
く
の
鳴
ノ
に
取
締
没
を
受
引
ヰ
刊
と
認
没
す
る
こ
と
が
正
慌
で
は
な
く
な
シ
ト
ι
付
判
明
一
日
ド
で
は
、
取
締
役
が
信
認

次－

義
務
を
匂
（
つ
の
は
株
ふ
一
で
は
な
く
ム
互
に
材
工
し
で
あ
る
と

γつ
与
え
方
が
通
説
ζ

な
っ
一
い
る
ー
そ
の
一
で
、
株
士
代
表
訴
示
は
、

九
品
川
計
半
ゴ
以
降
に
は
会
弘
J

の
品
川
利
が
会
弘
J

じ
代
わ
っ
て
作
伎
宇
る
代
紋
時
哨
一
恥

L
Z
i
M
r
4
2
d亡、
内

V
2
5ロ）

の
朴
い
け
惜
に
変
移
す
〕
、
会
在

外
の
約
一
一
一
ノ
引
も
院
中
口
と

L
て
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
戸
で
つ
に

現
在
の
体
系
に

て
い
る

ま
だ
、
林
士
代
表
J
訟
に
よ

契
約
解
除
笠
か
特
疋
一
回
ノ
仁
す
の
広
域
開
に

る
救
済
は
、

金
銭
賠
償
だ
り
さ
は
な
ノ
＼
と
止
ー
灯
、

本
間
内
科
、
十
い
べ
表
不

株
主
力
提
訴
要
件
を
取
州
ー
J

止
め
る
州
う
多
ノ
＼

相
刊
誌
の
行
為
カ
／
じ
わ
九
よ
時
に
松
山
ー
一
で
あ
っ
た
♂
し
九

t
c土

三
口
一
、
。

A
U
〈
〕
H
H
N
R
V円
d
J
W
W
ズ
v
h
h

事
同
肌
じ
取
体
制

に
対
し
て
透
正
な
是
正
活
高
を
要
請
し
な
け
れ
ゴ
な
ι
り
な
い
F

と
、
吐
び
会
引
の
利
掃
を

e、
い, 

選
切

μ打
代
表
し
戸
川
る
か
ど
う
か
を
ボ
工
沼
切
代
表

の
中
古
此
け
が
あ

以
！
の
米
以
辻
い
を
終
号
し
た
我
が
ν刊
の
株
土
代
L
h
r
司
一
日
じ
で
は
会
社
法

t
の
伝
日
れ
の
み
が
株
ム
ア
代
表
山
一
訟
の
対
象
と
な
る
＝

t
s
i
y
w
 

p
カ
Fι
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EH
は
、
“
開
業
員
三
バ
ヨ
続
的
仏
国
付
け
に
あ
り
な
に
J
P
勺
、
株
主
代
衣
訴
訟
の
り
ス
ク
の
J
h
年
と
い
う
と
い
で
は
従
完
封
と
決
定
的
に
町
一
な
る

にハ
U
L
L
F
h
訟
言
訴
を
負
う
告
の
概
念
会
一
実
質
的
に
牧
附
す
る
以
内
に
お
け
る
制
役

お
一

yiも
制
作
デ
代
支
持
訟
の

な

と
は
凱

c非
な
r
J

も
の
と
い
J

八
ょ
う
コ

ア
" 

米
川
山
に
お
け
’
u
h
m
V
4
m
代
夫
訴
誌
の
理
論
概
要

本
同
点
、
は
伝
統
的
に
説
会
村
一
味
、
一
が

f
会
社
役
封
を
追
及
す
る
多
重
午
、
六
部
長
引
リ
認
や
し
ソ
れ

現
在
で
は
司
会
社
が

f
会
社

を
実
質
的
に
支
配
し
て
い
る
鳩
ム
ペ
ド
認
め
ら
れ
て
い

一
切
川
一

次
の
通
り
で
あ
る
〆
む
一
子
会
社
の
法
人
絡
を
否
ん
仇
し
て
親
↓
j
会
引
を
一
体

F
G
5
3
2
1

そ
の
刊
例
吐
ぴ
即
論
は
い
y
d
来
設
が
川
門
店
叶
論
人
え
で
お
紹
介
・
分
析
さ
れ
一
I
u

されん

と
し
一
」
扱
可
｝

：
一
言

l

f
J
バエ永
m
L
A
M
－
－
ι

の
右
じ
官
、
配
え
れ
て
お
り
言
語
官
。
ロ

S
E
Eご
、
親
会
社
に
よ
る
是

r
が
明
侍
で
主
な
い
こ
と
を
恨
拠
と
す
る

株
上
l
」
説
会
什
及
び
浪
人
九
社
と

i
会
社
的
L
ず
れ
も

p

別
者
が
受
益
お

校
者
が
交
誌
行
f

仕

ι戸
内
岡
山
』
弓
｝

で
あ
る
信
託

7
n
リロ巾
E
n
M
m
M
M
M

関
係
で
あ
り
、
株
、
半
は
、

L
j
ι

王
位
の
沼
会
社
；
対
す
る
表
務
に
某
っ
く
権
利
を
J

丈
到
す
る
た
め
に
訴
訟
を
提
起
す
る
り

一
同
盟
の
資
昨

一2
1
z
n

主
で
あ
る
親
会
が
の
株
五
代
衣
詐
訟
祝
起
悼
の
意
図
的
な
不
ノ
打
伎
は
む
品
川
内
浪
費
吐
び
刊
十
じ
片
手
ノ
ヲ
ぬ
信
一
出
義
務
違
反
一
、
も

る
と
説
明
す
る

げ
が
叩
成
会
祉
の
代
理
人

又
は
一
埴
ロ
ペ
三

5
3
5
3三
三
一
）
で
あ
る
と
枯
戒
す
る
）
法
人
、
情
vhF
♂

と
吃
べ
一
一
「
明
白
川
村
が
い
昨
ア
＼
多
亘
代
表
許
試
を
広
乾
に
丸
持
I

J

得
る
レ
一
評
価
さ
れ
な
が
り
も
、

な
お
事
完
関
係
の
去
閉
が
穀

ν
ノ
＼
こ

の
迎
叩
ん
1

一
滴
川
ナ
る
判
例
は
少
な
い
コ
芯
制
叫
ん
山
社
は
了
ム
よ
け
れ
へ
の
京
止
行
為
を
正
一
ヲ
訴
訟
を
提
起
す
る
義
務
、
主
税
に
負
っ
こ
お
り
、

は
各
一
帯
～
ヘ
ー
も
ふ
っ
V
の
提
起
ー
、
よ
り

一三り
A
手刊誌一日の将一
ht
勾
J
小

〕百三
2
2
2
R
F一
を
知
山
市
写
る
と
説
〈
子
、

3
州
内
内
支
持

は
μ

日
凡
当
ど
ら
な
い
円
一

九
町
判
机
ム
バ
引
が
比
付
税
会
社

で
あ
る
埼
〈
i
，L
限
定
し
て
多
重
ペ
去
訴
訟
を
認
め
る
と
す
る
も

〈打。
以
！
の
科
誌
は
一
一
」
バ

同
F
C
伺
ハ
叫
に
甫
援
す
る
部
分
も
ー
め
る
が
恥
組
め
い
品
判
一
川
川
は
、
株
ム
ア
代
表
計
一
訟
の
桜
L

犬
山
棚
田
明
胤
抗
的
ど
連
法
行

,o ,,, 
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込
灯
「
ム
叫
悦
梧
t
k
丸
一
臣
川
叫
し
て
、

u
b
r
E
代
表
訴
訟
は
そ
れ
ら
の
機
能
え
判
明
ん
に
楠
｛
一
花
、
す
る
も
の
と
し
て
、

γい｝

代
衣
訴
訟
を
認
め
る
こ
と
に
詰
礼
性
的
で
あ
る

m－
論
ド
い
畑
一
一
市
す
一
七
一
ノ
ご
く
、
キ
ノ
ぷ

J

:1 

代
μ
T
M
刊
い
お
け
る
多
重
代
表
訴
訟
の
法
前
釈
と
了
会
什
役
員
の
歪
江
論

の
義
胤
問
的
珂
押
論

~；； 

京l

五
宇
品
開
法
改
正
じ
ぷ
け
る
保
主
に
と
民
訴
品
川
庭
内
米
川
一
ー
ら
の
寺
入
は
、
味
、
一
及
び
会
社
、
と
取
締
役
と
の
川
河
一
砕
を
哲
也
者
と

多重代表c:i－訟におけるf金村紋貝の主ffに芳吉るこ主車内考弘、

や一仔
υth
と
内
廿
押
収
昨
と
す
る
契
約
的
川
村
論
を
主
と
す
る
伝
統
的
な
H
八
末
法
理
論
じ
茶
つ
く
も
の
じ
あ
る
と
い
う
詳
秘
が
な
与
九
る
と
同
町

代
会
計
の
い
体
的
機
明
化
の
恐
山
円
わ
れ
占
ー
と
の
均
湖
上
は
契
約
前
理
論
に
漏
zm
し
れ
も
の
で
あ
り
、

し
て
学
中
」
が
大
き
い
と
い
う
批
判
が
北

ι当
持
上
り
ム
リ
ノ
げ
し
た
こ

我
が
屈
の
↓
仏
誌
や
宇
八
ハ
ド
ー
と
国

ι

こ
の
上
う
な
山
山
7
へ
経
緯
均
二
、
我
、
か
国
の
株
主
代
表
凶
訟
の
品
本
的

〆－

性
格
！
円
つ
い
J
i
H
ク
ラ
只
ア
ア
ン
ヨ
、
J

性
を
豆
田
町
寸
ベ
ム
ム
と
い
う
一
点
も
あ
る

F

し
か
し
、
基
本
的
な
ク
ラ
ス
－

f
夕
、
ン
ロ
ン
制
院
の

な
い
我
が
い
刊
に
お
い
℃
、
社
作
ド
代
表
一
副
出
況
だ
け
に
適
用
し
て
理
論
世
間
岬
成
寸
る
の
は
世
出
が
あ
ろ
う
け

1

7

ク
シ
汁
ー
か
ら
代
位
一
訴
訟
へ
の
変
谷
は
、

上
述
山
花
本
止
に
お
け
る
ケ
こ
プ

そ
礼
会
導
入
ご
一

fmば
に
も
甚
凋
と
し
て
存
在
1
q
る
は
ず
で
あ
打
、

氏
子
凶
の
株
一

代
公
平
弘
一
は
コ
｛

ω
二
世
の
性
格
を
有
す
る
と
鮮
宇
べ
き
で
あ
る

r
t
に
代
表
芸
と

L
て
の
風
切
忙
を
要
求
す
ゐ

1

制
一
切
代
表
」
の
定
め
が
な
い

F

～
と
は
、
代
表
訴
訟
」
と
し
て
の
性
格
を
立
込
「
も
の

と
い
う
批
司
は
玄
当
で
あ
ろ
う
ο

い

γ
札
に
せ
よ
、
宇
一
円

J
う
な
基
本
的
月
明
い
潤
r
ず
る
議
論
が
な
さ
れ
る
は
と
、
弐
ぃ
叫
ん
M
山
こ
は
株
土

代
衣
訴
試
に
刻
L
9
ゐ
理
制
均
基
礎
じ
か
ム
t
t
L
C
U
山
、
止
は
い

Lγ
、
本
町
山
の
「
実
生

4
、

る
一
一
司
以
「
あ
る

H

多
ヱ
叩
山
川
、
去
訴
訟
に
持
す
る
判
例
の
高
給
一
は
な
く
議
一
識
も
未
だ
－
一

L
C
い
な
い
し
乙
思
わ
九
る
一
J
Z
円
上
、
つ
な
階
論
時

川
円
景

μ
お
い
て
、
比
較
法
的
じ
も
糾
吹
上
判
！
J
L
化
さ
九
ゐ
こ
と
が
稀
な
多
市
代
J
札
一
訴
武
司
慌
が
会
社
法
上
川
ー
に
化
さ
れ

t
う
と
し
て
い

の
制
度
を
「
按
上
下
」

L
そ
も
の
と
岡
山
リ
杭
手
九

L
b
ば
猪
木
の
制
民
～
按
ト
れ
を
重
ね
る
こ
と
に
去
り
安
務
と
珪
誌
に
与
、
え
る
ー
で
警
が
沼
洪
さ
れ
る

そ
れ
＆
勺
子
会
社
ら
は
い
買
の

合J

買t
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貢
粁
こ
そ
の
山
地
位
に
関
す
る
基
応
的
型
諭
の
性
問
、
仕

届
必
要
に
な
る
と
考
え
る
も
の
守
あ
る

氏一一

1

刊
に
お
け
る
等
主
代
表
訴
訟
の
基
礎
的
関
論
の
苔
祭

現
f
制
度
に
お
い
て
は
、
多
卓
庁
、
表
訴
訟
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
訟
誠
が
従
来

続
的
で
あ
る

い
く
つ
か
の
J
T
説
ト
し
は
以
同

の
通
り
多
重
代
表
訴
つ
が
を
問
釈
i
認
め
「
、
い
ら

一1J魂
矢
引
い
件
ム
下
は
ず
た
社
に
対
し
て
実
質
的
な

11士
何
日
地
柑
利
誌
を
’
h
J手
る
戸
一
と
を
何
時

由
と
ヲ
る

上
記
一
、
っ
と
本
国
内
結
論
出
と
流
山
判
的
一
念
説
会
社
役
員
と
株
主
は
会
社
を
九
九
し
て
丈
質
的
会
委
何
時
係

μ
あ
れ

H
役
員
は

f
会
社
を
介
し
て
「
ム
バ
什
役
員
に
仮
委
任
し
て
お
り
、
品
市
久
住
v台

と
復
一
九
又
任
者
（
了
会
判
役
員

内
刻
印
紙
に

県
ワ
く
こ
と
を
市
出
と
ナ
ミ

十
記
ソ
芯
米
一
仙
の
主
命
－

prり
し
と
組
社
酌

あ
ん
山
社
の
援
再
回
彼
の
た
め
の
株
、
十
H

よ

る
監
督
是

ι椎
ー
と
い
う
株
、
一
ム
代
い
ご
訂
以
的
役
政
続
的
意
義
二
店
み
て
剥
ん
心
社
と
了
会
川
江
岡
山
民
と
の
間
む
事
仁
追
バ
恨
の
提
訴
が
慨
内
ん
さ
れ

る
お
そ
れ
が
あ
ソ
Y
工
一
を
坪
由
と
づ
る

／
上
記

2
、一本医）

的）｝

1
ム
社
法
八
同
七
条
（
項
）
一
よ
け

i
会
H
刊の
T
I

判YH
で
利
益
供
？
乞
J
Z
げ
た
t
h
に
対
す
る
「
ι罵
訴
訟
の
焼
起
を
仰
は
ム
社
株
i
が
認

め
ム
れ
る
一
」
ど
の
担
r
理
解
釈
ぺ

－
f
ぅ
1
、
兄
弓
副
司

J
C
4

1

4

6

H
；；円
P
I
l
J
l
l

設
が
判
の
へ
L
P
f
一
問
グ
ル
フ
内
の
f

会
社
役
員
の
史
伝
的
地
付
に
JU
じ
に
何
回
月
刊
を
検
討
す
る

f
で

は

了

ム十

F
役
員
ど
会
計
一
皮
刊
し
株
三
！
こ
の
要
素
的
問
係
f

革、
γ一
法
的
「
ιF認
す
す
誇
同
信
認
関
係
」
の
程
変
1
3

一
い
っ
て
も
F

ご

を
個
別
只
体
的

い
結
f
げ
ふ
刊
析
す
や
だ
の
の
埋
刷
的
基
礎
を
提
品
127是
正
の
r
山
訳
者
住
誌
か
安
心
V
J
C
あ
ろ

L

し
記

2
｝？
i
一
代
瑚
埋
一
一
山
j
剖
和
的

cあ

米川山

τは
代
用
珂
論
は
法
へ
抱
一
台
J

仙
の
一
額
引
い
過
さ
な
い
し
ζ

批
斗
ヌ
九

加｝

と
開
l
j補
助
ど
白
を
沿
同
せ
る
も
の
と
あ
ん
一
つ
川
4

ぺ
丸
山
注
の
う
tJ委
任
v白
山
り
名
で
法
律
？
品
を
す
る
こ
し
乙
が
計
さ
九
て
い
る
と
き
は
い
代
理
権

弘
認
め
る
べ
き
で
あ
り
、
委
任
と
代
理
は
活
必
な
薄
日
析
し
あ
ゐ
。
英
仁
川
リ
信
認
義
務
の
、
一
役
じ
あ
る
h
H

出
土
～
義
務
は
誌
が
川
門
内
打
九
時
人
じ

〔
〉
九
｝

も
肝
衣
ト
誌
め
ら
れ
て
お
り
、
丸
山
仔
は
村
人
的
信
頼
肢
係
の
花
片
牲
に
お
い
て
雇
用
詰
民
と
は
宜
的
九
異
な
る
と
さ
れ
る

ートミ一、

ノ－
h
u

し
か
し
扶
伊
国
の
場
合

可
－
の
批
ー
は
代
理
人よ

親
会
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う
な
札
い
絡
を
有
す
る
妥
任
を
涜
末
法
の
信
認
関
係
に
準
、
〕
て
江
解
釈
の
続
的
規
叫

fJJ
へえ一ノ

的
規
定
に
拠
ら
ず
に
、
間
体
構
成
員
の
左

F

人
的
住
利
と

L
L
代
表
詐
訟
の
立
円

L
Lヤ
一
張
す
る
有
心
説
ド
も
尽
つ
2

料一い

J
E
7仁
の
複
！
唱

作
1
礼
的
、
な
個
々

化
し
た
新
織
内
で
の
事
業
部
門
円
、

f
会
社
内
コ
ン
ト
ロ

q
内
問
題
に
幻
け
る
、
牧
民
家
と
経
r
呂
台
間
と
刊
ふ
経
営
自
J
事
業
ト

J

プ

問

ハ

層

内

1
1
ン
に
〉
ン
司
自
口
に
ら
法
均
珂
論
の
i
f＼
持
を
与
え
斉
る
“

民
法
解
釈
ト
の
復
「
L
7
州
立
の
円
否
に
つ
い
て
は
‘
比
較
法
的
jh
は
復
委
江
を
認
め
す
る
寸
法
的
も
あ
る
こ
と
な
と
か
ら
、
艮
法
一
ハ
〉
四
条

多重代表，；，＿訟におけるf金村紋貝の主ffに芳吉るこ主車内考弘、

の
代
m
押
入
内
復
委
任
惟
円
規
定
い
準
じ
て
一
定
山
口
範
司
で
認
め
る
べ
き
と
あ
り
、
民
法

戸
一
レ
し

hNr
一
む
を
知
推
し
て
縁
切
ズ
汗
省
は
委
任

円
一
対
L
C
I巴
持
込
町
判
義
務
事
一
色
戸
ハ
も
っ
と
い
、
よ
況
が
有
々
で
ー
め
る

事
業
が
高
民
化
す
る
中
役
羽
分
化
し
ん
ー
よ
寸
業
部
や
千
会
社
叫
J
T
ね

7
h
v
l
ブ
札
刊
の
重
要
な
役
職
昔
、
出
叩
ら
親
会
引
の
執
行
役
員
寺

M｝
 

の
重
要
な
牧
市
人
や
帝
国
士
な
ー
ん
ぷ
什
の
状
締
役
な
と
は
J

保
委
れ
い
の
関
係
に
！
i
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
ん
京
社
ゃ
株
！
一
に
汁
し
一
－

K
R米

χ 

屈
の
L

ジ
一
一
／
む

1
問
問
叫
が
謀
議
さ
れ
る
定
信
に
銭
乱
れ
れ
ば
、

法
的
士
一
同
慢
の
信
必
義
務
を
及
、
つ
ぶ
と
い
与
4
7
J

、λ
方
と
花
れ
し
に
促
え
て
も
よ
L

そ
れ
以
外
出
従
糸
川
口
は
複
委
rr
一
ぺ
叫
ん
必
く
、
受

ι

ヌ
の
履
行
論
坊
去
と
寺
、
る
べ
き
で
あ
ろ
う

な
お
、
萩
会
在
取
締
役
の
了
会
科
へ
の
責
任
に
つ
い
て
会
行
法
図

一
九
条
の
拡
保
閉
店
釈
ぶ
よ
い
り

f
会
社
会
第
三

4JZみ
去
二
、
言
任

認
乏
し
ニ
う
ど
い
う
解
釈
論
に
お
い
て

長
会
社
取
締
役
の
京
仔
は
井
ム
一
一
的
に
了
ム
去
に
対
す
る
不
法
行
為
責
任
を
情
況
寸
る
乙
ど
に

T
二
二

ふ
λ
1
1」

子
炉
三
社
取
前
ん
況
の
官
庁
f

は
杏
告
社
二
牛
耳
務
違
一
況
の
損
保
未
開
特
行
責
吋
を
情
成
J
P
ゐ
も
の
で
あ
り
も
法
的
仲
買
y

お
け
の
異
な
む

（
刊

両
者
を
共
同
内
情
産
公
続
行
責
刊
と
す
る
こ
と
は
直
統
で
あ

ω
と
い
ろ
一
雨
ァ
あ

fa
。
銭
安
汗
い
基
つ
け
ば
、
受
任
事
詩
に
お
け
b

明
務

ι川
開

l
j青
山
吐
を
止
帯
し
て
負
う
こ
と
を
四
川
温
な
く
構
成
で
＃
る
と
あ
ん
一
つ
川

保
安
江
パ
一
出
に
対
し
て
は
、

役
員
は
会
社
と
長
一
江
河
係
ド
あ
り
、
株
主
と
は
ー
抗
と
の
同
に
あ
る
会
社
内
法
人
刊
を
現
会
朴
と
PT
会
計
と

川
町
｝

ユ旦

μ
拾
象
オ
る
の
は
ヘ
ホ
り
ト
向
門
的

cあ
り
、
我
が
自
の
民
法
解
釈
と
し
て
は
U
煎
が
あ
る
と
い
う
仕
刊
市
あ
る
一

も

j

d
ふ

Y
I
J

l
J
l
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二

一
］
一
ご
迫
ベ
ト
人
司
り
、

ヰ
穴
水
注
の
作
！
一
ん
に
お
い
て
役
目
は
株
キ
に
い
バ

J
三一
π
務
を
’
戸
う
と
い
う
与
、
λ
方
も
過
ト
ム

puh二
、日

Y

一ワ一
F
i

ふ
叫
べ
た
ヘ
刀
段
、
ノ

T

一7
1

り
ン
グ
の
よ
う
な
此
が
問
符
作
け
の
特
徴
に
溢
み
と
続
ふ
門
は
、
エ
ム
ー
が
ん
役
員
の
μ

人
質
的
h
h
A
J
H

粁
論
を
検
討
寸

る
奇
凶
に
お
い
て
は
一
升
’
什
組
問
の
技
巧
〉
一
号
え
ら
れ
る
。
主
丈

1

品川A
H
t

と
み
な
せ
る
の
は
支
配
的
野
響
力
乃
な
い
場
〈
で
あ
り

般
的
に
支
配
従
属
調
係
に
あ
る
企
業
グ
ル
ー
プ
に
お
け
φ
魂
子
会
社
の
調
係
に
お
い
て
は
「
委
任
一
は
考
え
難
い
、
と
い
う
反
論
ー
も
あ

ω

一山川一

品支店
1

・
尾
市
吻
詰
向
只
の
各
典
型
契
約
が
境
岸
線
の
問
問
昧
な
花
対
的
な
問
河
川
ザ
い
あ
る
と
い
う
徒
七
の
説
会
一
考
庖

L
長
い
も
の
で
あ
る
ー

E

入
ん
配
従
属
廿
押
収
昨
を
前
徒
と
し
て
も
、
複
陀
・
専
門
化
し
h
J

企
業
活
識
に
お
い
て
、
例
え
ば
対
本
一
円
卓
ー
門
家
内
経
組
部
長
、
と
代
表
取

締
役
の
段
以
い
に
つ
い
て
程
荊
己
あ
り
委
任
と
は
言
え
な
し
レ
一
対
じ
て
解
釈
論
争
作
け
す
る
こ
と
は
不
合
舛
じ
あ

専
門
分
化
の
態
様

少
に
J
サ
レ
一
）
ろ

H
c

y
ノ
7
1
1
L
一

l

れ
て
い
と
J
公
判
rK
長
日
剥
会
社
及
び
親
会
村
富
民
と
の
関
係
も
同
根
〉
岳
え
る
べ
」
ラ
で
あ

子
、
ノ

モグ

？っ、つつ以
！
の

I
Fつ
な
Hm釈
議
！
日
誌
ヴ

J
d
q

争
重
代
半
仏
訴
訟
を
司
法
が
引
叫
！
ぺ
t
L
γ

い
く
道
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

ルパ
E
R
の
み
が
株
、
十
代

－i
訴
訟
心
対
象
L
L
な
灯
、

そ
れ
日
外
の
言
明
久
な
涜
尽
人
生
ば
ー
如
何
に
主
ぜ
な
は
剤
キ
一
果
た
ー
手
、
い
で
つ
～
J
U
恨
の
外
と
な
る
氏
子
問
の

制
度
じ
閲
す
る
懐
疑
的
抗
J
U
円
リ
ル
ア
パ
る

八広来日川
J

本
山
川
導
入
レ
始
め
三
二
九
つ
い
年
前
後
に
誠
心
一
同
ペ
一
」
れ
た

「
執
行
役
員
」

に
闘
す
る

稔

代

表

訴
f

－w
的
被
ι
一
円
通
拭
仙
の
問
題
も
合
め
た
法
的
性
格
に
つ
い

最
近
で
は
議
論
の
討
象
ど
は
な
九
む
な
v

萩
会
佐
川
刊
行
役
れ

と
了
会
朴
役
員
の
企
業
グ
ル
フ
内
の
に
｝
け
利
市
町
品
川
位
の
羊
司
、
在
比
較
J
3

る
と
、
位
以
内
の
み
株
宇
先
ず
れ
訴
訟
の
対
象
と
し
こ
寸
法
化
す
む

手
一
と
は
公
し
ず
を
守
、
す
告
と
い
う
占
で
安
一
利
払
デ
あ
る
υ

ム
ロ
什
法
上
九
日
執
行
役

（
ム
両
日
刊
法
悦
ぺ
一
一
条
、
に
つ
い
て
は
ど
う
か
口

執
行
仇
況
は
、
会
引
法
ー
は
機
湾
、
平
川
淀
川
只
じ
ん
己
主
れ
長
い
が

目l
t士

却
論
L
し
は
会
制
内
法
渇
y
y
t
v
旬
、
子
い
つ
れ
る

一
、
会
判
法
判
叶

会
社
と
内
謁
係
は
委
任
内
焼
d

正
に
淀
い

一L
ハ
条
・
二
一
二
九
条
一
一
積
一
、

条
士
項
）
、
株
、
十
代
表
今
日
一
弘
の
対
象
と
な
る

三
一
一
社
法
一
八
内
七
条
ヘ

τー一一一
h
h

に
て
と
こ
ろ
が
続
行
況
は
主
業
開
ご
は
昭
一
と
導
入
さ
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れ
て
J

いな

株

rrい
山
手
作
訟
の
対
象
ー
一
な
る
執
行
役
で
な
く
と
も

法
定
外
の
執
行
日
間
UH
に
よ
り
［
川
市
の
目
的
は
1
4
成
で
き
る
か
む

で」めろ、つ小川ザ

こ
の
戸
で
つ
な
す
法
こ
尖
ぷJ

の
意
維
を
赴
く
す
た
め
に
も
、

八

ι兵
グ
ル

7
仰
の
萩
子
会
社
伐
封
だ
け
で
は
な
く
、
執
行

役
員
、
続
調
人
兼
務
取
的
役
及
び
重
中
ノ
ム
な
い
山
田
川
人
も
〈
け
の
た
構
成
員
に
対
F
F一
宍
県
本
法
の
信
訟
判
係
に
類
比
し
得
る
品
川
人
刊
を
い
恭
礎
、
と

し
た
責
任
認
定
の
体
系
の
古
川
釈
論
を
砕
4
す
る
必
要
デ
あ
ろ
う
。

111 

，
十
会
朴
丹
、
誌
の
瓦
民
的
J
Z
h
H
1
j
論

多重代表，；，＿訟におけるf金村紋貝の主ffに芳吉るこ主車内考弘、

重
要
な

f
会
社
の
投
IH
い
吋
す
る
多
重
代
衣
訴
訟
は
解
釈
1

一
山
に
よ

υノ
詰
め
る
ベ
ヌ
ド
で
あ
る
が
、

そ
の
H
F
刊
の
校
陵
郊
ち
一
責
任
訟
の
認

た
一
つ
L
て
は
羽
ん
ぶ
杜
及
び
「
会
刊
の
役
員
止
叩
品
f

要
な
使
用
人
も
合
め
て
、
白
、
亜

μ
り
つ
こ
と
が
豆
町
広
じ
あ

任中川合同
l
h

、日～円以川口の

すr
日トレヨ山
1
E
に
関
し
て

企
業
に
お
け
る
毛
主
的
地
位

v
錯
乱
た
一
一
析
的
寄
守
度

の
／
ノ
索
に
よ

羽
一
弘
司
前
町
同
県
関
係
山
町
議
と
し
て

る
寄
与
陵
持
論
の
民
庶
及
び
退
t
I
相
殺
の
珪
識
に
よ
り
で
な
与
な
古
刊
一
社
！
ペ
ヂ
乞
導
き
出
す
干
と
を
別
院
に
お
い
て
徒
京
し
て
い
る

苓
え
ん
に
柴
っ
さ
r十
k
A
村
役
買
の
す
『
ド
訟
一
4
に
間
十
る
坪
誌
を
本
稿
で
反
問
」
ヲ
フ
匂
炉
、
B
r

は
、
紙
阪
の
関
係
で
畳
一
川
崎
で
ー
め
る
が
、

ふ
忠
明
世
ク

j

v

y
ふ
（
体

LLLて
考
古
え
た

の
指
悶
や
（
般
に
相
就
疋
与
礼
て
ド
る
「

9

？
会
計
管
制
日
規
程
L

斗
じ
ふ
る
承
認
比
μ
一A
F
的

味
1

〕
一
ぷ
が
ら
、

我
が
国
企
実
グ
礼
ー
プ
の
特
慌
で
あ

化
と
草
、
権
ん
に
の
徴
的
な
関
係
を
長
J

市

τ一
＼
子
会
社
役
員
の
合
議
グ
ル

ア
仰
に
お
け
る
完
質
的
地
位
に
鑑
み
人
J

責
任
認
定
を
す
る
♂
警
が
あ
ろ
、
つ

ご
の
品
4
7え
J

H

J

き
ず
う
一
点
責
任
帽
刊
を
認
－
ん
す
れ
ば

対
代
表
訴
法
い
関
し
て
指
話
さ
れ
る
従
省
内
主
主
総
効
果
の
発
牛
ま
充
分
に
抑
純
一
ヲ
ツ
ヴ
と
M
d
て
き
る
は
ず
で
あ
ん
ω

親
会
竹
内
指
到
に

p

た
っ
た

T
矢
行
役
員
の
刊
泡
の
あ
φ
業
務
執
打
い
つ
い

C
公
判
決
吋
一

吋
立
を
否
疋
ず
る

E
兄
が
あ
る
コ

市
↓
タ
／
木
市
リ
ソ

に
よ
る
免
玲
と
射
し
て
貞

1設
現
；主
は
具

体
干1
'1/ 
当
性肢
を々
フミ ~ti 
くii々
。と

こ t白
山 l河
上 hこ
）ッ？
な コ
場 F二

合鳩
山九 p 

と

し
か

L
、

円
分
の
一
μ
山
や
窓
思
を
rhy
在
戸
せ
た
場
合
と
で
は
状

企
業
グ
ら

1
7
河
内
主
政
均
地
位

一
包
括
的
寄
与
ば
〆

況
は
冗
な
り

や
心
↑
コ
叫
業
持
執
行
γ
お
け
る
中
山
弘
、
的
権
以
γ
民
じ
た
当
守
慶
宇
一
算
止
し
て
、

叩
帆
公
判
役
員
と

f
会
社
役
ど
の
双

b
u相
り
の
責
任
J
T
Z

J乙

σコ
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｛
た
「
お
れ
ば
よ
い

主〈ぜ
y

ム
γA

ん
の
場
人
け
は

の
絹
牛
へ
が
執
会
引
一
の
紺
小
八
一
一
主
J

し
：
な
る
の
で
、
技
会
ut
佼
M

明
日
の
寄
与
皮
に
応
じ

－
持
札
ム
ー
が
に
拐
し
九
十
口
店
出
店
ど
れ
ば
、

企
業
グ
ル
プ
の
損
害
は
総
て
縮
瞳
r

さ
れ
る
一
そ
の
ト
で
、

の
h
M
権
ヰ
ハ
」
の
と
め
に

の
損
牛
士
包
囲
復
ナ
る
た
め
い
は
、
支
配
政
王
の
誠
丈
義
務
な

t

一
の
理
論
に
基
づ

現

f
間
的
内
部
ぶ
情
的
問
題
と
し
こ
解
仇
一
：
一
ω
こ

と
も
考
え
」
門
れ
る
。

L
か
し
、
元
必
ず
す
ん
ω
什
で
は
な
い
場
行
、

ノ千
JJA叫
引
の
紛
失
は
域
会
社
の
損
失
し
ど
一
等
し
く
な
い
り
な
い
u

判
明
子
会
社

告
々
の
役
員
九
州
μ
B
J
皮
に
応
じ
て
再
々
摂
中
口
賠
償
さ
せ
九
ゴ

グ
ル
ー
プ
の
蒙
っ
た
損
失
の
総
て
が
回
苅
陀
許
九
な
い
何
時
〈
ー
が
あ
る
い
決

会
川
判
じ
之
官
つ
ヘ
r
損
失
の
考
え
小
力
い
つ
い
て
歌
川
叩
叫
す
る
応
耐
久
が
あ

一
叶
で
さ
一

Hk
ロE
M
m
f
r
c
A
F
d
g
n
ロE
斥

ρ
T
E
Z
R
弓
r己
主
包
コ
ロ
目
ノ
ノ
に
C
2
3
Fシ
巧
お
同
…
え
吉
山
吉
山
口
三
戸

T
2
5
b
p
F
5
2
5
r
取

締
役
元
信
一
J
に
基
ワ
、
こ
凶
任
追
及
さ
れ
た
初
川
国
土
工
事
河
は
、
リ
ヤ
へ
お
問
す
る
も
の
が
多
い
d

p

M

rと
ぐ
む
な

F
5
3
E
己
主
主
一

門誌言
T
一
企
工
L
H
f
v
コ
ご

ZU
ヨ
お
二
主
吋
）
）
取
締
伐
の
表
識
は
会
社
の
法
人
化
の
有
正
仁
か
か
わ
v
り
ず
可
v

で
あ
勺
ょ
に
た
め
、

J

ケ

f

テ
J

裁
杭
所
は

F司
仲
間
民
）
い
あ
る
者
社
誰
で
も
一
一
ん
た
者
と
認
め
る
伝
rM
）
一
あ
コ
た
よ
）
で
あ

FQfEて
5f己
主
g
c

一mrJ

｝
ヤ
マ
伝
子
呉
川
、
ど
さ
ミ
2
P
T
叶

ケ
L
H
泊

2

3
戸
き
と
主
主
PJATT－Z
F
I
V
I
正
蓄
l
y

の
関
係
立
i
u
杭
、
的
な
信
認
関
係
仁
あ
る
こ
叩

同ぃ代目同
p
！円、円三守

H
i
h
t
p
C
H
元一一一戸叶一
r
o仏

H3
（目。」て）一（｝
N
T
v
i））

｛
叫
｝
一
刀
Cr一吋川
PJ一d

寸

ω司六一斗｝〕
2

由可
h川一狗令門い｝
dγh一ω一～ヘ
J
ι
J
4
A企
4
巴
J
へ出勾日持日』可コ一↓〆吋

H日
v
叶、

J

～、↑
η
、

λ
見ゆ、、一
Q
h
、品M
、～
W
κ
γ
向
ペ
コ
【
］
U

戸2
ベ
Wr凡｝一

R

司弐A
叫ヘ］
3
u
吋｝

）
 

一
知
｛
Z
5
I
F
2
F
E
＝c
t
叶
d
h
芦
ヱ
ミ
ニ
吉
町
〕

5
T
3
2
T
t
J
o
z

－mrニ
ニ
J
］
京
勺
過
J
t
v
立
件

i

一
に
討
し
で
も
一
恒
認
哀
詩
Aつ筒、勺

こ
い
、
つ
与
え
士
一
一
白
川
受
け
ら

ιる
日
H
y
r
B
n
w
p
v円E
r
h
f
甲
子
三

R
2
3
4
2
E
H
n
足
E
E
K
3
吋
WEN－
ミ
戸
出
［
r
z
F
H
h
E
ニ
戸

吋】よべ（］一戸山川）一
υ

一
計
一
？
5
↓4

2宮
2
Jつ
司
自
主
主
戸
、
田
中
央
＋
人
H

竹
内
昭
士
「
法
の
実
司
坊
に
お
什
る
在
人
ぅ
役
引
二
川
一
七
－
H

｛
東
京
大
学
山
一
川
会
・

一
九
八
七
℃
池
川
辰
夫
い
い
ヱ
の
代
表
訴
一
訟
の
法
講
述
」
限
ぷ
詰
一
J

一
一
凶
九
一
五
（
U
サ
一
一
七
｜
一
一
千
八
百
九
二
九
八
九
一

一
が
円
ド
問
問
MI内
初

ρC刊

UHP
凶
ndZHU
（
旧
三
三
日
〈

dt。
一
〈
己
目
以
）
一
T5NA｝

一
幻
何
時
仰
木
白
裏
作
」
巡
切
代
表
は
人
出
ど
の
州
J

弘
元
同
定
て
お
り
、
遺
沼
代
表
の
一
環
ζ

て
政
刊
乃
は
訴
訟
J

什
属
叩
り
株
式
の
恥
相
続
課
羽
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多重代表，；，＿訟におけるf金村紋貝の主ffに芳吉るこ主車内考弘、

全
要
求
す
る
民
緒
川
泊
三
へ
の
訴
訟
慌
hじ
り
史
請
が
賢
件
C
ず
る
州
討
は
一
コ
ヘ
）
川
町
以
正
は
消

A
L、
安
請
が
い
黙
持
一
、
h
g
E
ζ
吋
川
町
メ

札
る
鳩
九
ロ
ロ

ZML膏
誌
の
要
料
法
先
依
す
る
手
枕
与
式
一
昨
閉
寸
ノ
切
川
川
決
は
戎
少
傾
向
で
、
免
除
江
主
酬
や
置
か
ず
、
｝
パ
（
）
H
司
の
持
制
悦
政
成
い
ほ

収
品
目
山
会
に
よ
る
E

片
江
要
請
和
rh」
ワ
ん
は
単
一
「
性
が
あ
る
崎
会
I

－
一
日
吋
社
起
で
も
さ
φ
と
い
礼
的
る
引
法
カ
明
却
し
ご
か
る
｝
原
九
州
ヱ
の
相
佼
提
叫

制
設
を
採
用
ry
ム
匂
叶
円
「
川
町
な
い
け
C

一2
2
2
一？O
町
一
三
九
万
2
v
三】七三

C
な
♂
己

M
E
出中一

一
剖
一
一
裁
量
涯
を
持
ち
高
給
手
得
ゐ
従
は
へ
い
封
、
は
役
員
と
同
じ
信
託
義
務
が
表
さ
れ

L
（HJL口
店
内
m
h
E
l
S
E
E
ご
叶
日
亡
者
二
叶

ご
至
っ
さ
ご
C
L
U、ト（、

H
C
d
d
c一
5
一
以
明
～
宮
阜
、
者
同
竹
山
』
一

U
G
H三
三
官
翌
及
び
5

務
相
一
日
幻
視
れ
を
故
口
且
と
て
J
J
ね
ら
れ
て
い
る
者
が

2

f

2
で
的
る
と
す
る
（
h
J
c
r

－5
山
吉
与
の

λ
コ
芸
品
目
ω
4
2
2
〉
門
担
当
m
e
m
2
7
A
Jミ
5
2
L
C
宅
匂
ミ
～
ま
え
Y
R
E
H
Vミ
号
、
、

E
C
X
5号
へ
と
予

3
主

F
一明

C
2
ω

山
ニ
。
（
れ
る
日
旬
、
ニ
役
職
ア
引
の
如
同
ご
は
な
イ
＼
よ
れ
重
要
な
職
務
を
負
）
者
が
号
、
F

E
て
あ
る

二
日
向
弓
口
口
日
戸
口
炉
開
〉
一
。
民
主
己
2
7
7
F
「
レ
点
目

C
『
円
二
百
C
E
J口
一
一
出
向
ロ
ユ
会
吋
日
目
即
日
吉
川
店
開
，
a
E
Z
Z日
午
与
の
円
山
詔
叶
（

5
3一d
h
店内

〔wHCC℃）｝｝

一一h
一
円
［
A山口問
varO
戸一
D
V
内出口止命巳万戸
M

七M
m

凶コつオ
AwwhAWA一H33AJH川－
dh
山町古川、究
J
C℃］「円以円
0
7山山ト
μ
府

知

A
hご

一
応
ヤ
一
三
A
工
芸
主
主
2
2
v
日々
、いい勺
y
h
f
r
雪
月
ミ
一

7

2

r

q
玉
三
タ
勺
王
三
一
4

J

C
「
AUA
｝
突
き
さ
一
宍
〔
」
二
〈
千
三
〆
プ
ミ
〉
フ
〆
；
主
主
ハ

方向
3
5
h
d
H同月
λ

のい
w叶同コヌ
j
d
f
c
一
日
中
叶

C
日
P
F

斗
品
］
（
一
昨
泣
い
一
〉
｝
｛
で
三
追
加
）

一
訂
前
村
山
正
F
1
一
の
九
一
説
土
谷
間

一
泊
次
の
一
日
、
M
L
Z
b
w時
る
ー
一
巧
む
引
が
＝
J
Z
コ
コ
ミ
ト
守
口
三
号
、
二
－
qph之
江
二
ど
に
む
ヘ
ト
ミ

F言
え
ご
と
が
ミ
ト

p
dご
丸
尻
、
百
円
で
さ
売
に
の
む
か
旬
、
与
2
3
2

出
戸
／
ご
円
」
ム
ω

－h持
。
石
山
一
一
戸
川
ザ
印
）
ロ
メ
↑
｛
Cぐ
2
4
2
c

～凶弓
b
w
Fミ
ミ
ミ
。
「
芸
、
ご
定
住
？
イ
ヒ
ミ

i

コヘ～吋町内
4

5内hn

∞ω
ヌ
／
ぞ
「
｛
｝
ん
ま
叶
い
M
P
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叶
コ
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Q
Z
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M
P
ρ
ロポ
H
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E
叶んJ
A
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｛
刊
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井
出
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取
引
役
制
度
改

u
の
h
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一
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株
式
fur社
法
改
正
の
訪
問
題
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L

ハ
η
七
百
円
法
曹
ヘ
何
？
一
凡
刈
礼
、
鈴
木
竹
山
浩
「
抹

ι

官
祉
法
改
一
L
の
法
月
一
仏
法
治
一
十
J

一
九
泊
二
自
二
九
九
江
つ
一

一
判
小
体
イ
ヘ
nJ
之
「
快
土
代
表
訴
一
お
の
出
革
と
手
続
話
的
情
込
」
ト
峠
持
て
近
臨
光
開
「
苛
版
a

杭
土
代
表
耕
一
市
体
系
n

一
ー
九
円
一
一
九
八
－
一

J
U
丈
幸
E

f

v

〉
一
一
つ
同
一
ー
九
ハ
頁
？
、
は
、
市
成
！
？
川
商

υ民
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什
に
工
円
訴
需
が
叫
間
体
濯
ー
の
請
求
で
J

な
い
請
求
に
係
全
訴
サ
人
ζ

同
様
に

政
λ

」
さ
わ
い
れ
ご
と
も
、
代
休
訴
訟
己
h
u
M
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こ
と
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先

J

い
け
い
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確
詳
し
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も
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、
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は
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訴
式
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が
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用
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全
国
ム
r

仕
る
政
資
U
7け
な
も
の
ご
ι
め
い
り
、
制
民
一
り
な

E
が
在
い
す
る
も
の
乙
は
思
え
と
h

〉

一
計
に
た
し
尻
代
で
も
、
協
小
川
の
代
＋

γr叶
訟
は
代
位
訴
訟
で
あ
る
ー
と
司
引
に
代
表
訴
訟
で
あ
る
7
と
ド
ド
立
脚
証
二
－
お
り
、
そ
れ
投
仁
均
切
代
芳
一

二

2
e
m】邑

R
2
5尽
M
3
2
2
2
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一
円
安
件
l
P
R
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勺
れ
て
い
る
〆
〉
2
3
2ロ
FmdHH5342命

S
V
E
ロO
令
京
司
主
一

一日む～

μ

内
昭
士
首
公
社
史
り
迎
而
耶
ほ
イ
時
？
件
パ
a

検

問

台

俳
F

一
四
四
円
有
斐
悶
－
一
九
九
↑
ハ
）

一
叫
竹
内
e

刷
掲
沖
門
川
）
、
一
一
九
巨

一t
山
一
多
重
代
表
訴
一
六
↓
い
に
つ
い
亡
、
共
iA
仏
は
同
市
1

寸
る
日
授
は
あ
る
が
川
主
法
山
収
品
一
は
る
ゆ
ノ
＼
泊
は
制
度

E
体ん刊ん巴

L
な
L

、町田
7
R

企
業
泊
台
法
制
b
珂
ず
る
調
ま
引
充
利
川

z
h執
筆
者
”
出
品
務
員
仁
一
一
頁
（
宍

J

↓
〉
一
寸

一
一
的
戸
川
Jlη

「
特
称
尖
社
山
懐
悶
」
事
、
木
巾
協
法
制
研
究
八
九
2

日
掲
洋
一
1
1
仁
一
一
七
四
円
、

1
u
九
一
九
一
、
存
川
2

日
掲
洋
一
4
1

一

C
R
e
件
↑
汀
一
、
日
死
一
忽
y
p
庖
株
一
件
、
表
訴
訟
の
法
情
佐
い
J

い
で
の
と
察
」
品
技
法
在
日
一
巻
ザ
ハ
九
民
J

大
J

ハ
）
一
、
円
山
川
英

治
一
料
い
ん
柊
転
と
株
土
代
去
井
一
訟
の
L
I

ぃ
述
帆
抗
告
法
務
一
J
M

九
口
寸
一
一

pp
一
つ
つ
日

一灯一

γ
一J
べ
山
内
登
叩
叫
に
つ
い
て
以
下
モ
4
9
m
η

土
田
白
川
一
指
注
一
村
九
五
一
斗
孔
貝
、
社
内
！
十
代
委
↑
山
コ
町
村
叫
慶
尚
先
ん
J

B

株

ι交
付
抗
白
株
式
将
一
牡

レ
一
杭
千
代
去
訴
訟
一

2
）
企
業
村
合
と
株
十
一
代
主
訴
一
一
ば
」
同
事
仏
説
一
ハ
八
一
口
R

J

M

h

A

良
一
ひ
心
一
）
、

I
H
川
町
品
「
未
聞
に
お
冷
一
三
一

亜
代
表
訴
訟
制
定
の
1

一
本
渋
へ
の
尊
入
K

J

し
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六
弔
白
詰
生
五
刊
を
一
江
戸
ヘ
ヘ
五
一
汁
J

二

O
U
九
一
、
品
J

全
戸
市
ベ
「
「
グ
ル
プ
バ
正

保

山

荘

務

乙

只

吋

』

川

川

西

ヘ

phJ

つ
い
川
事
法
ハ
掛
川
、
心
一

一
崎
山
田
進
代
で

i
ビ
ス
抗
除
取
引
円
法
体
系
に
羽
Lqrる
一
一
式
訪
一
浜
川
迫
状
川
原
秀
1

ハ
1
h
林
草
川
坂
真
美
川
中
東
一
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d叫
代
金
叢

取
ヲ
法
』
一
ー
ハ
一
八
百
（
悦
群
探
珂
協
会
。
一
九
九
八
一
、
山
川

F

出
品
川
正
｛
之
、
一
（
ひ
九
一
一
百
九
、
段
目
白
一
代
役
員

ω五
持
と
H

任
’
古
任
紅
減
a

代
表
訴
訟
柏
町
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同
事
i
I
官
官
一
ヘ
七
一
口
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同
一
四
四
円
一
つ
つ
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V
Q
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n
M
P
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ロポ
H
P
凶

n
v
z
a
d
E
叶ん
J
N

｛

ω一
本
川
だ
に
は
、
ヨ
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を
旨
と
L
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L
「
片
認
と
川
辺
比
一
旨
と
F
L
「
村
人
的
一
仁
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根
本
i

田
和
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カ
あ
る
？
、
技
が
国
一
円
典
型
知
人
的
で
あ
る

〕
主
任
に
川
、
常
撃
の
要
素
が
苫
ま
れ
と
お
っ
事
情
か
男
、
な
る
一
フ
ソ
ン
ケ
ル
い
悦
什
範
娃
「
常
一
品
仁
て
ブ
ル
ー
と
梨
約
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一
ア
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ル

7
メ
リ
刀
法

と
同
本
渋
L

法
学
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会
世
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王
壱
一
号
一
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頁
ヘ
一
九
九
八
一
三

一
引
～
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一
一
郎
一
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で

tz出
品
一
一
芸
行
こ
m世
代
混
広
川
一
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持
一
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一
転
収
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杭
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山
市
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一
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門
化
ふ
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出
総
仕
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図
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阿
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九
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一

〉
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長
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接
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一
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九
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一
日
～
中
リ
M
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一
端
店
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山
」
幾
代
出
削
・
前
相
叫
日
一
一
、
と
丘

一
日
進
原
市
川
弘

k
z
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一
計
決
浬
と
私
法
九
不
r

二
八
八
一
六
九
一
一
（
ム
リ
す
一
初
回
一
九
九
1

心
、
山
田
一
ー
一
ん
八
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前
仰
向
h
f
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一
、

一
部
一
竹
内
’

m一持出「
h
U
」
、
↓
一
一
ヒ
買

一
回
一
目
白
，
前
掲
み
1
8
1

一
へ
一
一
ヘ
四
百

一
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I

一で
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刷
掲
沖
引
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、
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7
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一
部
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資
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芳
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前
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八
百
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判
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L
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f

円
芥
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d
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山
明
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i
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べ
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J

Y

T

A
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五
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出
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司
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潟
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v
t
u
長
米
法
的
判
刈
停
況
に
コ
号
、
信
託
法
理
的
適
出
て
は
、
法
人
、
そ
受
託
ど
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仰
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叫
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ず
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h
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あ
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L
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ト
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一
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品
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軍
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叫
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r
q
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O
一
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六
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訴
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一
J
h
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こ
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叫
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涜
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学
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同
九
巻
↓
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口
何
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丘
、
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ご
一
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日
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反
研
ん
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）
月
一
ヘ
）

H
）
一
頁
一
村
咋
桁
ノ
」
〕

一mm
一
抹
土
代
秀
一
一
日
訟
の
汀
豪
、
P

は
な
ち
な
い
と
す
る
説

K
賀
行
介
「
「
会
社
長
義
執
打
役
員
制
〕

N
J

法
学
研
究
七
一
一
巻
寸
一
七
市
一
一
日

｛一ヘ
J
C
八
ど
、
事
実
の
取
捕
は
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了

J
f
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f

代
表
訴
訟
の
汁
」
…
と
立
、
つ
t
V
る
が
非
合
に
稀
で
あ
る
と
寸

rd
孔
（
芝
山
時
む
川
端
山
日
前
知

｛
出
＼
川
ー
一
六
八
九
社
王
主
任
契
約
関
係
に
あ
争
執
行
役
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合
法
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代
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一
一
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な
？
y
一
3

2訊
一
山
間
引
相
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d
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ム
じ
人
斗
八
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頁

J

カ
あ
る
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回
最
近
む
は
判
ノ
行
在
員
制
度
の
導
Y
2
V
符

E
効
J
T
の
h
l

は
結
ヴ
f
J
L
C
F
L
レ
ャ
〕
て
つ
パ
子
析
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実
」
山
間
究
寺
か
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い
d

沼
市
辺
町
晴
一
一
郎
一
割

行
ば
員
削
一
匹
げ
ん
市
川
一
紘
一
弘
ー
七
六
自
（
夜
字
社
池
内
新
聞
山
引
一
亡
、
）
八
、
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保
克
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日
「
H
本
の
荘
、
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有
と
取
得
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は
改
主
一
久
木
山
一
夫
編
位
刀

院
つ
ミ
ゴ
一
ウ
1
ン守

f

C

七
頁
て
？
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ル
ヴ
ア
き
尽
？
一

C
O
L
Tハ
一
、
秋
吉
！
ん
夫
柳
川
粍
士
コ
ー
ポ
レ
l
r
’
方
八
サ
ン
ス
；
悶

す
る
昨
日
川
民
改
宣
の
舟
展
」
主
日
一
一
郎
綿
一
院
法
何
回
刊
に
規
制
緩
和
一
士
川
一
戸
（
（
間
宮
殿
哀
塾
大
学
己
版
へ
計
晶
一
）
一
一
コ
エ
執
行

q
E制貯古

川3
一
へ
の
払
山
企
業
の
リ
い
か
d

l

ス
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ス
プ
ン
メ
／
ト

ω
一
報
と
て
出
m川
叫
ん
山
者
考
揮
す
れ
ば
小
息
苦
な
ャ
と
で
は
去
か
ろ

一
一
川
一
y
悶
窓
ム
同
部

2

持
式
会
斗
法
第
4
一
礼
五
一
口
頁
（
右
安
閣
一
ハ
一
一
」

一
円
口
本
山
仏
締
役
一
山
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u
y
の
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に
よ
る
と
、
ニ
ニ
数
午
院
の
一
一
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U
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什
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州
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執

1
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奇
世
〈
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会
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A
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仁
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に
狩
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t

m
法
上
の
前
立
校
羽
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L
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右
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鴻
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夫
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E
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八
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さ
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れ
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あ
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梢
e
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戸
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R
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台
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〕
f
h
g
今
一
ん
る
＼
え
で
あ
ろ
っ
υ

一
一
一
況
委
任
説

r
対
す
当
社
お
い
ヘ
古
川
’
苛
出
比
ヘ
幻
一
、
ー
、
ー
と
片
｝
へ
の
主
え
と
し
な

ω
っ
経
営
会
縞
へ
の
い
討
箭
の
た
め
の
｝
訴
訟
委
員
九
一
制

U

博
品
川
山
パ
巾
叶
川
主
f
γ

芯
川
笠
岡

f
（
一
段
治
（
多
段
指
一
ぺ
中
一
ム
訴
一

ιL
搭
台
一
刈
一

k
田
洋
端
一
ヘ
れ
に
什
法
見
直
し
の
論
点
、
一
一
九

TJE
（
商
事
法

務
’
一

C
一
一
二
を
み
ち
f

考
に
し
て
、
訴
訟
7
3
H
r
会

お

L
て
包
括
的
￥
ι
J皮
JLMU持’
z
j
ベユ会一
M
K
m
v
仲
間
一
討
も
考
え
ら
れ
る
ロ
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UTAd

象
こ
す
る

F

℃
一
は
、
制
度
敬
一
円
を
没
却
す
ゐ
お
そ
計
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

pmm 

札
株
士
の
原
古
風
俗
を
は
ツ
f
k

既
に
議
論
辺
一
」
れ
て
い
る
つ
当
初
は
完
全
技
会
社
で
あ
J

た
が
、
ム
で
の
刊
院
で
下
J

／
で
は
な
く
な
っ

｛

小

川

山

一

山

一

原
告
適
地
μ
を
維
持
て
き
る
か
こ
も
つ
か
の
間
也
で
あ
れ
、
維
持
さ
れ
な
い

j
い
う
説
と
紘
持
さ
れ
る
と
い

7
一
説
い
汀
か
れ
る
n

維
持
さ
れ

」
の
こ
と
は

三i
1T 

！
？
冬
、
の
山
主
人
中
l

技
J
A

る
託
力
総
拠
は

4
法
怨
川
口
か
」
り
の
司
料
、

原
告
株
、
1
L

の
青
山
z
k
u
t
司
係
主
事
汚
，
い
よ
り
峰
山
適
格
を
火
、
つ
ご
と
の
h

ハ
坦
笠
ぴ
漁
沼
崎

な
株
バ
の
売
却
を
証
門
叶
せ
る
こ
y
b
L

は
市
川
弘
司
、
あ
る
こ
と
な
こ
を
あ
げ
る

ご
れ
ι
り
の
阿
川
建
立
下
一
品
訟
は
基
本
ι削
ド
多
重
代
表
訴
訟
臥
の
問
題

多重代表，；，＿訟におけるf金村紋貝の主ffに芳吉るこ主車内考弘、

じ
も
湾
人
円
一
9
7
h
w
J
り
の
で
あ
ろ
、
っ
。

巾
間
試
案
亡
は
、
調
会
祉
の
取
締
役
会
カ
干
会
社
従
れ
の
職
枕
刊
の
執
行
を
世
m
h叫
す
る
主
務
が
あ
と
こ
ト
ど

b
t～
記
す
る
こ
と
が
摂
索
さ

一G
L

れ
て
い
る
＝
ゲ
タ
一
世
代
長
「
叶
訟
円
対
す
る
経
済
界
の
反
対
が
山
犯
し
ご
い
宇
か

し
て
後
－
小
さ
れ
ど
も
の
で

択
一
で
は
な
く
両
lu一
し
符
る
も
の
と
い
う
考
え
が
校
区
に
は
あ
（
た
よ
、
つ
で
あ
る
り
限
委
任
一
品
；
基
ワ
り
じ
グ
ル
ー
プ
内
の

t
T
U
者

山
告
は

そ
予
告
V

が
卜
位
＃
有

の
じ
且
此
プ
ザ
一
計
J

〈、き
P

と
は
当
然
で
あ
る

代
埋
I

八
（
日
中
人
保
代
理
人
円
近
江
吐
ぴ
拡
習
に
つ
い
て
本

凡
恨
受
μμrbA

人
に
貯
ゴ
J
手
u
p
任
を
負
p
h
ノ
と
規
定
寸
F
Q
M
民
法
内
～
立
丸
刈
か
h
L
J
h
一
類
推
で
も
さ
，
ωー

」
の
で
つ
L

解
釈
上
当
民
心
認
め

ιれ
る
説
務
を
合
計
一

法

i
明
記
す
る
こ
と
は
、
山
地
誌
的
規

t
A川
玄
英
を
記
、
え
た
特
別
と
意
味
が
あ
る
と
い
う
憶
測
ヰ
玄
芯
午
、
沿
説
を
招
く
ノ
い
、
つ
蒜
足
が

占
的
白
に
悶
1

」
f

、
は
、
手
J

一
喜
代
表
訴
訟
の
対
象
に
立
に
U

な
い

｛町一

の
気
持
と
ま
什
tT
拡
充
U
A

ふ
れ
る
べ
戸
｝
い
川
、

7
Eト

rtか
あ
る
υ

多
重
代
表
訴
訟
の
対
象
は
、
復
4
R
人
伴
内
関
係
に
あ
る
重
要
L
A
P
J公
社
に
現

市
以
と
｛
な
ぜ
寸
心
や
ょ
の
ろ
、
っ

の
し
出
「
い
叫
に
の
み
執
A

山
社
役
γ

日

if, ｛
註
さ
れ
る
と
制
刑
す
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
よ
丁
え
社
内
没
日
は
委
任
司
係
一
に
は
な
い
の
で
、
親
会
社
役
員
内
障
い
殺
の
責
汗
、
日
出
位
は
で
き
右

い
も
の
の
、
開
店
計
祐
助
計
と
し
て
の
時
係
仁
お
い
て
説
会
刊
没
員
の
長
音
に
桜
す
べ
き
存
在
さ
あ
る
（
屯
っ
て
、
解
釈
前

f
、
支
世
同
時

支
配
泣
訴
に
あ
る
千
九
ム
相
役
員
い
つ
い
て
は

そ
の
責
耐
久
件
の
如
何
に
；
刀
や
わ
ら
ず
調
会
什
役
員
に
は
歌
宵
義
時
，
が
あ
φ

内
E
あ
7

山
か

っ
、
多
重
代
表
計
訟
の
対
象
の
ば
存
亡
区
別
す
る
叶
一
見
は
ふ
門
証
的
と
は
い
え
な
い
ぺ
要
綱
案
ご
心
、

こ
の
代
替
山
γ
ん
は
削
除
さ
れ
、

干す
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法

六

長
諮
問
民
第
六
号
に
定
め
る

の
地

E
を
時
保

1
る
た
め
の
体
制
」
に

現
行
ご
は
省
令
に
定
め
る

け
る
要
務
の
迎
止
を
確
保
L
4
j

る
ム
ハ
め
の
体
制
」
を
追
記

L
よ
打
日
付
法
上
明
確
化
す
る
こ
と
υ／
さ
れ
、
い
ゐ

一計
J

一
可
一
似
辻
川
一
参
陀

一
日
い
一
一
坪
～
し
会
一
司
子
会
社
心
辿
官
y
t

ヘλ
社
仏
一
上
ご
商
忌
仏
務
一
九
、
V

ロハ
v

一
川
良
一
北
村
滑
史
一
｛
一
f
v

多
話
代
表
訴
訟
に
つ
い
H

て
の
研
究
報
山
口
リ
ソ
、
仏
的
支
制
誌
と
な
踏
ま

A

ノ

一

」

三

、

こ

一

戸

ー
企
業
集
闘
に
お

～
一
、
弘
ヰ
ト
民
党
一
J

軒
究
土
幹
一

リ
什
紀
氏
箭
研
究
所
一

一」
一
郎
松
昇
長
慌
「
企
未
払
九
口
決
制
企
業
集
団
自
制
の
J

刀
問
問
」
ピ
ジ
オ
ス
仏
務
一

O
一
心
午
f

ハ
月
ロ
J

一
（
ひ
豆
、
加
肱

R
f
F
4業
グ
ル
1
7ず

の

「

ポ

レ

、

a
y
ハ
イ
ノ
マ
ヘ
ー
一
心
け
る
か
ん
v
重
代
表
訴
訟
の
室
時
」
落
合
以
一
ー
一
九
匝
宇
H

法
制
立
正
絹
「
九
九

H
U
U
K出
し
の
抗
人
』
ヒ
ブ

戸（へ

m－一叫んい封、
a
υ
一
一
一

一

制

引

説
b

p

則
男
弓
l

（
間
」
白
河
虫

λ
斗
円
、
立
村
白
前
担
注
一
尚
一
、
一
人
川
一
六
立
百
円

一部
J

略
説
会
「
八
九
什
ふ
制

ω見！
ιし
に
悶
す
匂
ー
川
院
試
玄
を
め
ぐ
っ
て
い
下
］
」
問
事
法
校

1
u
斗
h
A
i
勺
人
出
［
弥
次
肉
ハ
斗
一
］
一
一
〈
リ
一
）

一Mm
～
苛
同
上
ヘ
泌
一
及
び
関
連
仰
木
立
お
山

一町

MT一肌会
a

的
拘
一
一
へ
は
♂
一
、
一
五
百
一
加
蕗

R
J

北
村
雅
史
一

｛
川
凶
「
株

ι交
扶
竿
仁
ょ
っ
守
、
一
日
訟
部
続
中
に
一
川
九
六
親
会
社
の
持
十
i

；σ
3
3

へ
朽
の
原
古
川
月
一
洛
の
問
調
刊
で
あ
る
。
官
制
宋
で
ば

l

訴
訟
怖
議
中
一

円
安
件
か
な
く
な
J

て
い
る

一
刻
神
臣
秀
樹
自
公
社
比
一
品
H
版
］
』
川
六

ι

一
ヘ
弘
主
υ：
一
口
一
＼

一
的
山
一
ザ
ン
日
ン
ウ
J

一
会
組
渋
の
制
定
ヤ
」
口
氏
草
子
校
法
ー
の
白
山
村
白
、
」

l

ん
忠
一
品
、
出
雑
誌
ム
子
刊
ロ
ウ
一
川
一
丘
ー
ニ
汁
H
定
一
一
、
一
パ
V

J

J

一九一

一
引
均
配
迂
「
株
千
代
表
訴
訟
一
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
ョ
ヘ
民
社
J
b
h
u
一三
ι

理
誌
と
主
お
の
尻
状
jjt
二
課
謹
p

一
百
八
ご
一
二
一

J

一mu
一
将
司
さ
の
足
立
で
は
山
中
間

ι

試
案
内
中
で
最
も
反
対
す
る
部
分
が
多
重
代
表
訴
ロ
で
め
っ
た
よ
つ
で
あ
る
／
三
一
ジ
4

ム
ヘ
バ
汁
以
制

m

E
慌
し
に
問
r
y
Q
中
間
試
案
に
つ
い
よ
聞
事
出
府
一
！
ん
！
と
コ
y

＝
（
頁
（
阿
部
幸
々
山
、
一
り
一
一
こ
一

一
幻
川
h

車
紳
作
一
世
応
1
一
明
会
ド
法
日
は
尚
し
の
沼
市
川
！
こ
些
一
」
ジ
ュ

J

ス
ト
一
同
一
一
九
号
ハ
V

頁
ぺ
一
ハ
」

一
剖
山
中
～
弘
会
一
会
乱
打
品
川
引
の
見
直
し
へ
向
け
た
及
川
幅
ζ

岡
山
明
こ
同
事
法
時
九
斗
六
日
一
一
山
頁
一
t
内
訳
持
洋
一
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油
部
ま
で
立
法
化
し
て
、
担
論
は
ぞ
の
前
釈
ド
ド
出
わ
れ
、
へ
い
卒
、
は
制
度
に
ム
ロ

わ
＝

λ
」
実
法
務
ヒ
対
応
1

」訂
h

u

実
務
体
系
を
考
案
す
る
と
い
$
つ
攻
防
は
社
会
終
説
的
に
も
非
効
古
で
あ
る
一

v

企
業
グ
λ
ゾ
山
実
態

解
釈
ご
山
丸
山
で
き
る
境
だ
や
制
止
だ
が
必
要
と
判
わ
れ

い
応
じ
丈
車
い
γ

付
制
山
定
の
て
き
る
主
軟
な
立
法
上
の
制
授
が
塑
ま
れ
る
n

経
営
の
本
質
で
は
な
い
小
手
%
の
決
β
j
川町
1

ス
ク

γ
ヰ
ジ
メ
ン
ト
う
必
安
と
右
る
」
う
な
字
詰
は
企
茶
抗
什
47
円
を
巡
る
法
環
境
と
之
、

決

L
て
好
ま

L
い
も
の
と
は
一
一
円
え
な
い
口
公
山
帝
た
y
叫
ん
川
正
常
グ
ル
ー
プ
内
役
員
の
H
F
江
川
ド
つ
い
て
尖
議
に
眠
ら
し
た
変
質
的
人
弘
法
前
釈
や

川
町
論
を
形
成
し
て
向

司
法
い
お
い
て
も
訟
止
す
る
こ
と
が
必
要
と
あ
λ
一
、
つ
川

ふ
と
つ
す
る
に
レ
」
い
が

誌
が
国
内
企
業
グ
ヰ

l
一J
心
計
u
吉
に

お
り
る
よ
り
尖
羽
牲
の
t日

M
L
I
l
ポ
レ
l
E
P
a
f
ハ
ナ
ン
ス
の
脅
築
へ
の
近
迅
で
め
ろ
う

企
業
グ
九
ブ
内
の

J
会
判
役
員
の
4
H
H
K
論
に
つ
い
て
、

紙
阿
の
関
係
で
、

解
釈
－
請
の
ん
向
性
を

F
す
だ
付
で
む
与
皮
丹
十
に
つ
い
て

詳
述
す
る

と
は
で
き
な
か
た
が

先
牢
の
大
以
大
学
ご
川
恥
恥
に
mm
し
亡
、
ま
一

τ」日戸

キ
ん
な
る
ご
指
導
骨
賜
っ
て

J
C
K台
本
健

拙
い
諭
稿
な
が
ら
こ
れ
士
捧
げ
き
せ
て
い
と
疋
く
次
第
で
あ
る
つ

一
釘
一
也
訂
正
ふ
ん
一

U
K
資
京
ム
長
の
発
達
」
私
法
一

｛
山
間
「
欧
州
に
お
け
る
H
本
i
M
叫
叫
ん
に
お
い
て
、
保
々
な
ウ
ー
は
卜
の
制
度
改
本
に
も
か
か
勺
ら
ず
、
日
本
当
の
コ
ー
ポ
！
？
v
l
｝
’
U
F
A

パ
ナ
ン
ス
の

本
買
は
何
ら
変
化
ノ
ザ
、
い
な
い
と
市
而
は
げ
る
珂
丘
資
判
も
あ
る
F

河
口
言
宮
ヨ
コ
山
口
止
山
口
2
E
F
T－
た
〉
ご
む
去
三
ヘ
に
同
主
吉
之
A
S
E
忌、

。
古
ハ
へ
古
比
円
A
4
人
当
出
版
会

』ペ
2
h

へ
守
？
に
住
吉
弘
ぇ
、
ー
に
之
、
て
円
、
Q
ミミ
ξ
f
C
3
主
主
主
v

ず

J戸二一切戸、全凶一一
A

仁、ピセ
O
E否
（
ろ
便
局
三
吋
J2dFJ
今一一
J
2
一時

F
F
r
z刈
話
、
空
主
コ
お
で
と
足
辺
門
官
叶

（いと
Z
J
叶）一

一
的
山
中
司
一
び
一
安
仁
対
す
る
「
託
協
的
措
経
的
と
い
う

ρ－
象
の
意
見
J

り
あ
る
日
力
｛
落
合
説
一

の
県
本
的
論
点
一
意
事
法
務
川
？
と
可
思
一
一
六
約
一
一
ハ
〉
一
一
七
日
有
の
u
吉

γ
一
忠
わ
れ
る

一
川
一
世
津
市
司
「
グ
ル
1
7
判
、
正
の
迫

4
t
「
親
会
社
一
喜
正
規
定
」
商
事
仏
務
一
九
千
ん
旦
J

九
一
円
品
、

昨
日
任
A
常
ι
ー
っ
台
、
会
ι
↑
法

「i

会
社
訪
印
刷
丹
江
置
し
に
帯
J
1

る
中
習
試
究

一八
J
朱
的
利
仕
U

t

J
時
計
L
の
解
釈
転
換
が
一
、
一
践
す
る
が
、

川
間
試
案
都
2
日H
あ
p

－
の
犯
行
社
位

問
者
は
趣
旨
が
単
に
ご
り
必
一
一
J
0
4
抗
議
と
J
M
b
R

え
な
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多重代表，；，＿訟におけるf金村紋貝の主ffに芳吉るこ主車内考弘、

一
山
一
ロ
ヨ
C
口一叫出、

b
こ
だ
吉
、
，
h
h
ハ～～ど
U
O－吉、九／
c
t民
寛
之
内
〉
コ
円
ロ
丘
町
i

H

A

ザ
ロ
ど
吋
（
に
ど
山
山
）

一
叩
吋
J
Z
0
3
d
4コ
J
2
Y
3
J
F
A
K
Eえ
札
口
ミ
v
き
こ
と
E
P
E
F
子
三
、
ム
キ
ミ
ミ
去
、
E

F、
｛
尚
之
む
に
？
y
w
t
芝
、
わ
品
化
、
ミ
～
3
2
P
E
E
2
1
1ミ
ボ
ミ

判

U
3
z
y
p
山
之
月
司
凶
門
出
品
川
〈
に
円
｝
vh］
ゐ
］
（
同
ヘ
X

P
）

一
郎
～
鈴
木
，
前
掲
み
－
刊
三
回
一
頁

一
山
加
持
e

剛
一
掲
沖
問
）
、
〉
一
巨
に

1

多
重
代
表
訴
訟
の
川
す
人
は
、
零
時
？
」
法
お
院
の
小
一
投
手
、
安
市
手
法
LLik
に
合
わ
せ
る
形
で
修
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